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丸亀市人権・同和問題意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みなさま方には、日ごろから丸亀市の人権・同和行政につきまして、ご理解とご協力をいただき、 

ありがとうございます。 

 丸亀市では、多様性が尊重され、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざして取組を進め 

てきました。しかしながら、今なお、様々な人権侵害や差別事象が発生しており、社会情勢の変化に 

より新たな人権課題も発生しています。 

 こういった状況を踏まえ、市民の人権・同和問題に関する意識の実態を把握し、今後の人権・同和 

問題解決に向けての啓発活動の基礎的資料とするため、意識調査を実施することにしました。 

 この調査にあたって、満 18歳以上の方から無作為に調査対象者を選びましたところ、あなたが調査 

対象者の一人となりました。 

 つきましては、今後の人権施策の推進に向けた貴重な資料として活用させていただきますので、調査 

の趣旨にご賛同いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 なお、ご記入いただいた調査票の処理は厳重に注意して行い、統計以外の目的には使用いたしません。

また、返信用封筒の下部にあるバーコードは返信住所用です。個人のお名前を特定するものではありま 

せんので、ご迷惑をおかけすることはありません。 

 2019年 8月 

                               丸亀市長   梶 正治 

【ご記入にあたってのお願い】 

１．記入後は、無記名のまま、同封の返信用封筒に入れ、令和元年８月２３日（金）までに郵便 

ポストへ投函してください。（切手は不要です） 

  ※これは、丸亀市
まるがめし

役所
やくしょ

からの「人権
じんけん

(human rights / derechos humanos / 人权)」 についてのアンケート 

  (アンケート＝questionnaire / cuestionario / 调查问卷)です。 

     (答
こた

えたい人だけ答
こた

えます。答
こた

えたいけど、日本語
に ほ ん ご

が 難
むずか

しいときは丸亀市
まるがめし

役所
やくしょ

に連絡
れんらく

してください。） 

  ○This is a survey about “human rights” of Marugame City. If you can take this survey with our help, please 

contact us at Marugame City Hall. 

  ○Este es una encuesta sobre “derechos humanos” de la ciudad de Marugame. Si usted puede contestar las 

preguntas con nuestro ayuda, por favor nos contacte en la municipalidad de Marugame. 

○这是丸龟市政府邮寄的关于「人权」的调查问卷。因为您不太明白调查问卷的内容，如果您需要我们帮助的话，

请您给丸龟市政府打电话。 

 

【問い合わせ先 / Contact / Contacto/ 咨询】 

丸亀市
まるがめし

総務部
そ う む ぶ

人権課
じんけんか

 / Human Rights Division /Sección de Derechos Humanos /丸龟市总务处人权课) 

〒763-8501 丸亀市大手町二丁目３番１号（丸亀市役所本館４階/ 4th floor of the city hall / 4piso de la municipalidad） 

☎：0877－24－8811 ＦＡＸ：0877－23－4073 mail：jinken-k@city.marugame.lg.jp 

（参考資料） 
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人権について 

 

問 1 基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として憲法で保障されています。あな

たは今の社会でこのことが守られていると思いますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 人権や不当な差別問題について、あなたはどのような考えをお持ちですか。下記のＡ

～Ｇのすべてについてお答えください。（○はそれぞれ１つだけ）   

 そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
は
思
わ
な
い 

そ
う
は
思
わ
な
い 

Ａ 差別は、人間として最も恥ずべき行為の一つである 1 2 3 4 

Ｂ 理由があれば差別してもよい 1 2 3 4 

Ｃ 差別の原因は、差別される人の側にもある 1 2 3 4 

Ｄ 社会的に弱い立場にある人の人権は、社会全体で

守る必要がある 
1 2 3 4 

Ｅ 差別された人の気持ちをきちんと聞くことが大

切である 
1 2 3 4 

Ｆ 差別は、差別されている人の問題で、自分には関

係ない 
1 2 3 4 

Ｇ 人権を守るためには、権利に伴う義務や責任をお

ろそかにしてもよい 
1 2 3 4 

 

 

 

 

1． 完全に守られている      

2． かなり守られている 

 3． あまり守られていない     

4． 全く守られていない  

 5． 分からない 
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問３ 人権に関する課題について、特に関心があるものはどれですか。（○は 3つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたは、過去 5年間で、ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。 

（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 女性                 

2． 子ども（子どもの権利条約に基づき、18歳未満のすべての者をいいます） 

 3． 高齢者                

4． 障がい者 

 5． 同和問題（部落差別）             

6． アイヌの人々 

 7． 外国人               

 8． ＨＩＶ感染者等 

 9． ハンセン病患者・回復者等   

10．刑を終えて出所した人 

 11．犯罪被害者等         

12．インターネットによる人権侵害 

 13．北朝鮮当局によって拉致された被害者等 

 14．ホームレス 

 15．性的指向（異性愛、同性愛、両性愛） 

 16．性自認（心と体の性が一致しない） 

17. 人身取引（性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引） 

18．東日本大震災に起因する人権問題 

19．その他（具体的に：                          ） 

 20．特に関心がない 

 

 1．ある → 問 4－2、問 4－3 へ 

 2．ない → 問 5 へ 
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問 4－2  問 4で「ある」と答えた方にお聞きします。それは、どのような場合、内容です

か。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 4－3  問 4で「ある」と答えた方にお聞きします。ご自分の人権が侵害されたと思った

時にどうしましたか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 年齢              2. 性別 

3． 学歴、出身校          4. 収入、財産 

5． 職業、仕事           6． 家柄、生まれ 

 7． ひとり親家庭          8． 病気 

 9． 容姿              10．思想、信条 

 11．プライバシーの侵害       12．いじめ、仲間はずれ、嫌がらせ 

 13．うわさ、悪口、かげ口   

14．セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ） 

 15．ドメスティック･バイオレンス（配偶者やパートナーからの暴力） 

16．パワー･ハラスメント（職場等での優位性を利用した嫌がらせ） 

 17．その他（具体的に：                          ） 

 18．答えたくない 

1． 友人や同僚に相談した 

2   家族や親戚の人に相談した 

3． 学校に相談した 

4.  会社や職場の上司に相談した 

 5． 地域の自治会長や民生委員・児童委員に相談した 

6． 弁護士に相談した 

 7． 警察に相談した 

 8． 法務局や人権擁護委員に相談した 

9.  市や県に相談した 

10  民間団体に相談した 

11. 相手に抗議した 

12. 何もせずに我慢した 

13. その他（具体的に：                        ）  

 14．覚えていない 
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問 5 女性に関することで、人権上、どのようなことが特に問題だと思いますか。                    

（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 6 子どもに関することで、人権上、どのようなことが特に問題だと思いますか。 

（○は３つまで） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1． 男女の固定的な性別役割分担（「男は仕事、女は家庭」など） 

 2． 職場における昇給や昇進などの待遇の違い 

 3． 家事、育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みの未整備 

 4． ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナーからの暴力） 

 5． 職場や学校におけるセクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ） 

 6． ストーカー行為（つきまとい）、痴漢行為 

 7． 売春、買春、援助交際 

 8． アダルトビデオ、ポルノ雑誌などの性の商品化 

 9． 内容に関係のない女性のヌードや水着姿を掲載した雑誌や広告 

 10. インターネットを介したリベンジポルノ（元交際相手や配偶者の性的な写真

などをインターネット上で公開する嫌がらせ） 

11. その他（具体的に：                         ） 

 12. 特に問題はない 

 13. 分からない 

 1． 保護者による子どもへの暴力や育児放棄などの児童虐待 

 2． 大人が子どもの意見を聞かず、自分の意見を子どもに強制すること 

 3. 「子どもだから」という理由で、子どものプライバシーを尊重しないこと 

 4． 子ども同士での仲間はずれ、無視などのいじめ 

 5. インターネットなどによる誹謗中傷や仲間はずれ、いじめ 

 6. 教師による言葉の暴力や体罰 

 7. 不審者によるつきまといなど、子どもの安全をおびやかす行為 

 8. 児童買春、児童ポルノ 

 9. 暴力や性など、子どもにとって有害な情報の氾濫 

 10. 周りの人がいじめを見て見ぬふりをすること 

 11. その他（具体的に：                         ） 

 12. 特に問題はない 

 13. 分からない 
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問 7 高齢者に関することで、人権上、どのようなことが特に問題だと思いますか。 

（○は３つまで） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8 障がい者に関することで、人権上、どのようなことが特に問題だと思いますか。                  

（○は３つまで） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1． 経済的な自立が困難である 

 2． 仕事やボランティアなどを通して自分の能力を発揮する機会が少ない 

 3． 高齢者が子ども扱いやじゃま者扱いされ、意見や行動が尊重されない 

 4． 判断能力が十分でない高齢者をねらった詐欺などの犯罪が多い 

 5． 家庭で嫌がらせや虐待を受ける 

 6． 病院や福祉施設において劣悪な扱いや虐待を受ける 

 7． 建物の階段や道路の段差など、外出先での不便が多い 

 8． 老いに対する「暗い」、「汚い」などのイメージ 

 9． その他（具体的に：                         ） 

 10．特に問題はない 

 11．分からない 

 1． 就職、職場で不利な扱いを受ける 

 2． スポーツ活動や文化活動に気軽に参加できない 

 3． 判断能力が十分でない障がいのある人をねらった詐欺などの犯罪が多い 

 4． 病院や福祉施設において劣悪な扱いや虐待を受ける 

 5． 建物の階段や道路の段差など、外出先での不便が多い 

 6． 店や施設の利用、乗車など、サービスの提供を拒否される 

 7． 障がいのあるなしによって、得ることのできる情報に大きな差がある 

 8． じろじろ見られたり、避けられたりする 

 9． 結婚に周囲が反対する 

 10．その他（具体的に：                         ） 

 11．特に問題はない 

 12．分からない 
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問 9 日本に居住している外国人・外国籍市民に関することで、人権上、どのようなことが

特に問題だと思いますか。（○は３つまで） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 インターネットによる人権侵害に関することで、どのようなことが特に問題だと思

いますか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1． 外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の受け入れが

十分でない 

 2． 就職や仕事の内容、待遇などで、不利な扱いを受ける 

 3． 店や施設の利用、サービスの提供を拒否される 

 4． アパートなどの住宅への入居が困難である 

 5． じろじろ見られたり、避けられたりする 

 6． 国籍を理由に、結婚に周囲が反対する 

 7． 本名を使用することによって差別や不利益を受けることがあるため、やむを

得ず通称名を使う 

 8． 偏見による差別的発言・主張（ヘイトスピーチ）が行われる 

9． その他（具体的に：                         ） 

 10．特に問題はない 

 11．分からない 

 

 

 1． 他人を誹謗中傷する情報や信用失墜・名誉毀損の情報が掲載されること 

 2． 他人に差別をしようとする気持ちを起こさせたり、それを助長したりするよ

うな情報が掲載されること 

 3． 出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること 

 4． 捜査の対象となっている未成年者の実名や顔写真が掲載されること 

 5． ネットポルノが存在していること 

 6． プライバシーに関する情報が掲載されること 

 7． その他（具体的に：                         ） 

 8． 特に問題はない 

 9． 分からない 
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問 11 あなたは、同性愛、両性愛といった性的指向に関することで、人権上、どのような

ことが特に問題だと思いますか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

問 12 生物学的な性と、こころの性が一致しないといった性自認に関することで、人権上、

どのようなことが特に問題だと思いますか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1． 職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること 

 2． 就職、職場で不利な扱いを受けること 

 3． 差別的な言動をされること 

 4． アパートなどへの入居を拒否されること 

 5． 宿泊施設、店舗などの入店や施設利用を拒否されること 

 6． じろじろ見られたり、避けられたりすること 

 7. 性的指向に関する情報を他人やインターネット上に暴露されたりすること 

 8. その他（具体的に：                         ） 

 9. 特に問題はない 

 10. 分からない 

 

1． 職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること 

 2． 就職、職場で不利な扱いを受けること 

 3． 差別的な言動をされること 

 4． アパートなどへの入居を拒否されること 

 5． 宿泊施設、店舗などの入店や施設利用を拒否されること 

 6． じろじろ見られたり、避けられたりすること 

 7. 性同一性障害に関する情報を他人やインターネット上に暴露されたりすること 

 8. こころの性の自分で生きることができず、苦しんでいる 

9. その他（具体的に：                          ） 

 10. 特に問題はない 

 11. 分からない 
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問 13 あなたは、地震などの災害が起きた場合に、人権上、どのようなことが特に問題に

なると思いますか。（○は 3つまで） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同和問題について 

 

問 14 「同和問題」、「部落差別」などといわれる人権問題があることを知っていますか。 

（○は１つだけ） 

  

 

 

 

《問 15～問 23の質問については、問 14で「知っている」と答えた方にお聞きします》 

問 15  同和問題について、あなたが初めて知ったきっかけは何ですか。（○は１つだけ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1． 知っている → 問 15 へ 

 2． 知らない   → 問２４へ 

 

 

 1． 家族から聞いた           

 2． 親戚の人から聞いた 

 3． 近所の人から聞いた 

 4． 友だちから聞いた 

 5． 職場の人から聞いた 

 6． 講演会・研修会などで聞いた 

 7． 市や県の広報紙や冊子で知った 

8． 学校の授業で教わった 

9. インターネットで知った 

 10. テレビ、新聞などで見聞きした 

 11. その他（具体的に：                         ） 

 12. 分からない 

 

 

 1.  避難生活でプライバシーが守られないこと 

 2.  避難生活の長期化によるストレスに伴ういさかいが生じること 

 3． 避難生活の長期化による様々な病気の発生や悪化が生じること 

 4． デマ、風評などによる差別的な言動や嫌がらせが起きること 

 5． 要配慮者（障がい者、高齢者、乳幼児、妊産婦、外国人など）に対して、十

分な配慮が行き届かないこと 

 6． 必要な支援や被災状況などの情報が行き届かないこと 

 7． 女性や子どものいる子育て家庭への十分な配慮が行き届かないこと 

 8． その他（具体的に：                         ） 

 9． 特に問題はない 

 10．分からない 
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問 16 同和問題に関して、あなたは、これまでどのような差別を見聞きしたことがありま

すか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 あなたは、友人や知人が同和地区の人であると分かった場合どうしますか。 

（○は１つだけ） 

  

 

 

 

 

 

問 17－２  問 17で「表面的には付き合うが、できるだけ付き合いを避けていく」「付き合

いは、やめてしまう」と答えた方にお聞きします。その理由として、あなたの考えに

近いものを選んでください。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

問 18  かりに、あなたが家や土地を購入する場合、同和地区周辺を避けますか。 

（○は１つだけ） 

  

 

 

 

 

 1.  これまでと同じように付き合う             →問 18 へ 

 2． 表面的には付き合うが、できるだけ付き合いを避けていく 

 3． 付き合いは、やめてしまう 

 4． 分からない                          →問 18 へ 

 

→問 17－2 へ 

1． 避ける     →問 18－2 へ 

 2． こだわらない  

 3． 分からない   

1． 同和地区の人について、こわいイメージがあるから 

 2． 周りの人から、付き合いを避けるように言われたから 

 3． 何となく 

 4． その他（具体的に：                         ） 

→問 19 へ 

 1． 差別的な言動           

 2． 差別的な落書き 

 3． インターネットを悪用した差別的な情報の掲載 

 4． 就職、職場での差別、不利な扱い 

 5． 結婚問題での周囲の反対 

 6． 身元調査を実施すること 

 7． 地域の活動や付き合いでの差別、不利な扱い 

8． 同和問題の理解不足につけ込み、高額図書を売りつけるなどの「えせ同和行為」 

 9． その他（具体的に：                         ） 

 10 現在は特に部落差別があるとは思わない 

 11．分からない 
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問 18－2   問 18 で「避ける」と答えた方にお聞きします。その理由として、あなたの考

えに近いものを選んでください。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 かりに、あなたが結婚を決めた人が同和地区の出身であると分かった場合、あなた

ならどうしますか。（○は１つだけ） 

  

 

 

 

 

 

 

問 20 かりに、あなたのお子さんやお孫さんが結婚を決めた人が、同和地区の出身である

と分かった場合、あなたならどうしますか。（○は１つだけ） 

  

 

 

 

 

 

問 21 結婚や就職などで身元調査を行うことについてどう思いますか。（○は１つだけ） 

  

 

 

 

 

 

問 21－2   問 21で「必要なことだ」「みんながやっているからやむを得ない」と答えた方

にお聞きします。どのようなことを重視しますか（○はいくつでも） 

  

 

 

 

 1． 必要なことだ 

 2． みんながやっているからやむを得ない 

 3． 必要ない 

 4． 分からない 

 

→ 問 21－2 へ 

→ 問 22 へ 

 1． 結婚する 

 2． 家族や親戚の人の反対を押し切ってでも、結婚する 

 3.  家族や親戚の人の反対があれば、結婚をあきらめる  

 4． 結婚をあきらめる 

 5． 分からない 

 1． 祝福する 

 2． 親や祖父母としては反対だが、本人の意志が強ければしかたがないと思う 

 3． 反対する 

 4． 分からない 

 1． 同和地区出身者かどうか     2． 学歴、職業、収入 

 3． 障がい、病歴の有無       4． 家族の財産 

 5． 国籍や人種           6． 素行、性格 

7． その他（具体的に：                          ） 

 

 

1． 同和地区について、こわいイメージがあるから 

 2． 自分も同和地区出身者と思われるから 

 3． 周りの人から避けた方がいいと言われたから 

 4． 何となく 

 5． その他（具体的に：                         ） 
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問 22 同和問題がまだ解決していないのは、何に原因があると思いますか。 

（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23 同和問題を解決するために特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は 3つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  同和問題に対して理解を深めるための人権教育・啓発活動を積極的に行う 

 2． えせ同和行為（差別を利用した不当要求行為）を排除する 

 3． 差別を禁止する法律をつくり、救済制度を充実させる  

 4． 市民一人ひとりが主体的に同和問題の学習を積み重ねる 

 5． 同和地区内外の人たちが交流を活発にし、まちづくりを進める 

 6． 差別にかかわることを見聞きしたときは、その場で注意する 

7． そっとしておけば自然になくなる 

8． どのようにしても差別はなくならない 

9.  特に必要なことはない 

10. その他（具体的に：                         ） 

 11．分からない 

 

 1. 結婚問題や転居などに際して、同和地区出身者やその関係者とみなされるこ

とを避けたいと思うから 

2. 差別落書きやインターネット上での誹謗・中傷など、差別意識を助長する人

がいるから 

3. 同和問題に名を借りて不当な利益を得ようとする、いわゆる「えせ同和行為」

（差別を利用した不当要求行為）などを見聞きすることがあるから 

4. 運動団体による活動が、市民の共感を得られず、逆に反感を招いているから 

5. 同和問題を解決するために行ってきたこれまでの同和対策の必要性が十分に

理解されていないから 

6. いまでも同和地区の人だけ、行政から優遇されていると思うから 

7. 同和問題について積極的になくそうとする方向で活動するのではなく、あえ

て距離をおこうとする人が増えたから 

8. これまでの教育・啓発の手法では、差別意識をなくすことに限界があったから 

9. 同和地区の人々の生活実態が、現在でも困難な状況におかれたままだから 

 10. 差別をしてはいけないと規制する法律がないから 

 11. 昔からの偏見や差別意識を、そのまま受け入れてしまう人が多いから 

 12. その他（具体的に：                           ） 

 13. 分からない 
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人権啓発について 

 

問 24 あなたは、過去１年間に人権問題について講演会や研修会に参加したことがありま

すか。（○は１つだけ） 

  

 

 

 

 

問 24-2 問 24で「何回となく参加した」「１～２回参加した」と答えた方にお聞きします。

あなたは、講演会や研修会に参加して、どのような印象や感想を持ちましたか。あな

たの考えに近いものを選んでください。（○は１つだけ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

問 25 あなたは、過去１年間に人権問題に関連した記事などを読んだり見たりしたりした

ことがありますか。下記のＡ～Ｉのすべてについてお答えください。 

（○はそれぞれ１つだけ） 

 

 

何回となく読ん

だり見たりした 

１～２回読んだ

り見たりした 

読んだり見たり

したことはない 

Ａ 丸亀市広報紙 1 2 3 

Ｂ 市や県の冊子・パンフレット 1 2 3 

Ｃ 新聞、広告 1 2 3 

Ｄ 雑誌、週刊誌 1 2 3 

Ｅ 書籍 1 2 3 

Ｆ テレビ、ラジオ 1 2 3 

Ｇ 映画、ビデオ 1 2 3 

Ｈ 掲示物（ポスター、看板など） 1 2 3 

Ｉ インターネット 1 2 3 

 

 

 1．何回となく参加した 

 2．１～２回参加した 

 3．参加していない     → 問 25 へ 

 

→ 問 24－２へ 

 1． 人権問題を解決するため自分も何かしたいと思った 

 2． よく理解でき、人権の大切さが分かった 

 3． 理解できたが、自分には関係のないことだと思った 

 4． このようなことをしても人権侵害はなくならないと思った 

 5． 内容が難しすぎて、よく分からなかった 

6． その他（具体的に：                         ） 
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問 26 人権問題の啓発（講演会、広報など）についてお尋ねします。どのような啓発活動

に関心がありますか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1． パンフレットの配布、ポスターの掲示 

 2． 講演会や研修会などの開催 

 3． 自治会、婦人会、老人会、ＰＴＡなどの団体や職場での研修会開催 

 4． 市の広報紙の活用 

 5． 新聞、雑誌などに掲載 

 6． テレビやラジオで放送 

 7． ホームページ、インターネットなどの活用 

 8． 映画やビデオの上映 

9． 相互理解を深めるための交流会の開催 

10．障がい者や高齢者などの疑似体験 

11．人権問題に関するポスター、習字、作文などの募集、掲示 

12．人権をテーマとしたイベント（劇、パネル展示など）の開催 

13．その他（具体的に：                         ） 
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人権に関する法律や条例などについて 

 

問 27 あなたは、次の人権に関する法律や条例などがあることをどの程度知っていますか。

下記のＡ～Ｉのすべてについてお答えください。（○はそれぞれ１つだけ） 

 ど
ん
な
内
容
か
知
っ
て
い
る 

内
容
は
知
ら
な
い
が
、
名
前

は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る 

知
ら
な
い 

Ａ 丸亀市人権擁護条例（2005年施行） 1 2 3 

Ｂ 丸亀市人権尊重都市宣言（2005年議決） 1 2 3 

Ｃ 香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例 1 2 3 

Ｄ 部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進

法）（2016年施行） 
1 2 3 

Ｅ 本邦出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取

組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法） 

（2016年施行） 

1 2 3 

Ｆ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害

者差別解消法）（2016年施行） 
1 2 3 

Ｇ 世界人権宣言（1948年採択） 1 2 3 

Ｈ 児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

（1989年採択） 
1 2 3 

Ｉ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

（女子差別撤廃条約）（1979年採択） 
1 2 3 

 

 

あなた自身について 

 

問 28 あなた自身のことをお聞きします。それぞれの項目ごとに記入してください。 

 

 Ａ あなたの自認する性別を   内にご記入ください。 
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 Ｂ あなたの年齢をお答えください。（2019年７月１日現在の満年齢） 

  

 

 

 

Ｃ あなたの仕事についてお聞きします。あなたは、この中のどれにあたりますか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｄ Ｃで「被雇用者」、「自営業者」、「家族従事者」と答えた方にお聞きします。あなたの

仕事の内容は何ですか。 

  

 

 

 

 

 

自由意見欄 

 

問 29  人権問題に関する市の啓発活動などに対してご意見やご要望がありましたら、ご自

由にお書きください。 

                                          

                                          

                                           

                                            

                                          

                                          

                           ご協力ありがとうございました。 

 1. 雇用者（役員を含む）     → 問 29 へ 

 2. 被雇用者 

 3. 自営業者（家庭内職者を含む） → Ｄへ 

 4．家族従事者 

 5．主婦、主夫 

 6. 学生（受験勉強中の方を含む）  → 問 29 へ 

 7. その他 

8. 無職 

 

 1．18～19歳   2．20～29歳   3．30～39歳    4．40～49歳 

 5．50～59歳   6．60～69歳   7．70～79歳        8．80歳以上 

  

 

 1．管理職           2．専門・技術職 

 3．事務職           4．販売・サービス・保安職 

 5．農林漁業職         6．生産・運輸・建設・労務職 

 7. その他 

 

 


